
【ＰＬＡＮ】

事務事業の目的と成果

事業期間

継続 建設・建設外 建設外
第６期総合計画
の位置付け

他に関連する
基本事業

 －  － －　－ －　－ －　－ －　－ 所管課係

手段
(どのような方法で
実現するのか)

成果
(どのような効果が
得られるのか)

【ＤＯ】

実績 （単位：円）

第１年次 第２年次 第３年次 第５年次 第６年次 第７年次 第８年次 第９年次 第10年次

(23年度) (24年度) (25年度) (27年度) (28年度) (29年度) (30年度) （31・R元年度） （R2年度）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 12,000,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 12,000,000

850,000 850,000 790,000 2,490,000 970,000 1,000,000 2,840,000 1,040,000 1,000,000 960,000 970,000 3,970,000 9,300,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 12,000,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 12,000,000

850,000 850,000 790,000 2,490,000 970,000 1,000,000 2,840,000 1,040,000 1,000,000 960,000 970,000 3,970,000 9,300,000

前年度同額前年度同額

申請件数の減
3月補正
△100千円

申請件数の減
3月補正
△100千円

投
　
入
　
さ
　
れ
　
た
　
事
　
業
　
費
　
の
　
推
　
移

事 業 費 合 計

計　画　額

申請件数の減
3月補正
△150千円

申請件数の減
3月補正
△50千円

前年度同額 前年度同額

申請件数の減
3月補正
△100千円

申請件数の減
3月補正
△200千円

申請件数の減
3月補正
△350千円

申請件数の減
3月補正
△330千円

予算計上額

国 費

実績との比較
（増減理由）

申請件数の減
3月補正
△350千円

前年度予算と
の比較

（増減理由）

申請件数の減
3月補正
△410千円

実　績　額

前年度同額

予算計上額

前年度同額 前年度同額 前年度同額前年度同額前年度同額

そ の 他 計　画　額

事業費予算の
内容

10,000円
×120世帯

10,000円
×120世帯

計　画　額

予算計上額

10,000円
×120世帯

10,000円
×120世帯

計　画　額

実　績　額

1,200,000

870,000実　績　額

1,200,000

実　績　額

10,000円
×120世帯

1,200,000

1,200,000

870,000

地 方 債

予算計上額

一 般 財 源

実　績　額

予算計上額

計　画　額

実　績　額

道 費 計　画　額

予算計上額

第　６　期
総 合 計 画
合　　　計

実施３カ年
合　　　計

第４年次 実施３カ年
合　　　計

実施４カ年
合　　　計(26年度)

第３次実施４カ年計画第１次実施３カ年計画 第２次実施３カ年計画

 事業開始時の 状況・これまで の
経緯（行革内容含む）

従前は、生活保護世帯や生活保護基準の1.3倍以下の世帯（準要保護世帯）に、年末見舞金として１世帯5,700円、生活保護世帯に夏期見舞金として１世帯3,800円を支給していたが、平成12年度行革により生活保護世帯分を廃止、準要保護世
帯のみとし年末見舞金10,000円、夏期見舞金5,000円を支給した。
更に16年度行革により夏期見舞金を廃止し、準要保護世帯のみとして年末見舞金10,000円を支給している。

目的
(何のために実施する
のか）

生活困窮世帯に対して経費のかさむ年末に見舞金を支給することにより、生活の経済援助を図る。
地域ごとに民生児童委員に該当世帯の調査を依頼し、その報告をもとに生活保護基準額と税務課で調査した収入状況と
比較して該当世帯を決定し、民生児童委員を通して見舞金（年末、１世帯１０，０００円）を支給する。

対象
(誰・何を対象として
いるのか)

生活保護法に基づく最低生活基準に近い収入で、個々の事情により生活が苦しいと考えられる世帯、もしくは最低生活
基準以下の収入であるが個々の事情により生活保護を受給していない世帯。

生活困窮世帯の年末における経済援助が図られる。

新規・継続 2－7－1 社会福祉課社会福祉係

第　６　期　総　合　計　画　事　務　事　業　進　行　管　理　調　書

事　　業　　名 生活困窮世帯年末見舞金事業 昭和　46　年度　～　　　―　年度

事業性質区分

10,000円
×120世帯

10,000円
×120世帯

10,000円
×120世帯

10,000円
×120世帯

10,000円
×120世帯



【ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ】

指標の推移・評価

計画値 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

実績値 850 850 790 970 1,000 1,040 1,000 960 970

計画値 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

実績値 85 85 79 97 100 104 100 96 97

達成されている あまり達成されていない 達成されていない

変わらない 変わらない
あまり上がってい

ない

変わらない 変わらない 変わらない

総合評価 良好である 良好である 良好である

自己分析：
実態調査によ
り、対象世帯を
把握した。該当
世帯の減によ
る。

自己分析：
実態調査によ
り、対象世帯を
把握した。該当
世帯の増減はな
いが、前年と同
じ世帯ばかりが
該当とはなって
いない。

自己分析：
実態調査によ
り、対象世帯を
把握した。該当
世帯の減によ
る。

判断理由：
民生児童委員の
実態調査により
対象世帯の把握
をして、支給を
しているが、生
活困窮世帯の年
末における経済
支援として、効
果があると考
え、良好である
と判断した。

自己分析：
実態調査によ
り、対象世帯を
把握しており、
世帯状況や所得
の状況により、
毎年、対象世帯
数は変動する
が、新たな対象
世帯の追加等に
より前年より増
となったとこ
ろ。

自己分析：
実態調査によ
り、対象世帯を
把握しており、
世帯状況や所得
の状況により、
毎年、対象世帯
数は変動する
が、新たな対象
世帯の追加等に
より前年より増
となったとこ
ろ。

判断理由：
民生児童委員の
実態調査により
対象世帯の把握
をして、支給を
しているが、生
活困窮世帯の年
末における経済
支援として、効
果があると考
え、良好である
と判断した。

自己分析：実態
調査により、対
象世帯を把握し
ており、世帯状
況や所得の状況
により、毎年、
対象世帯数は変
動するが、新た
な対象世帯の追
加等により前年
より増となった
ところ。

自己分析：
実態調査によ
り、対象世帯を
把握した。該当
世帯は減少し
た。

自己分析：実態
調査により、対
象世帯を把握し
た。該当世帯は
減少した。

自己分析：実態
調査の結果、該
当世帯は1世帯
増加した。

判断理由：
民生児童委員の
実態調査により
対象世帯の把握
をして、支給を
しているが、生
活困窮世帯の年
末における経済
支援として、効
果があると考
え、良好である
と判断した。

今後の方向性 現状のまま継続 現状のまま継続 現状のまま継続

87

自己分析：
実態調査によ
り、対象世帯を
把握しており、
世帯状況や所得
の状況により、
毎年、対象世帯
数は変動する。

H30：
生活困窮世帯の年末における経済支援としては、効果があると考えられることから継続事業と考える。
対象世帯は、世帯収入が生活保護法に定める最低生活費に1.1倍を乗じた額に満たない在宅の世帯のう
ち「生活保護申請を却下されたもの・民生委員が生活困窮を認めた者」としており、民生児童委員の実
態調査によるところが大部分である。対象世帯に漏れがないよう、高齢者（見守り事業）担当部署、町
内会、障害者相談支援事業所、包括支援センター等と連携を強化していく必要がある。

方向性の判断理由
改善、改革の内容
（H25、H28、H30）

H25：
生活困窮世帯の年末における経済支援としては、効果があると考え
られることから継続事業と考える。また、例年、対象となっている
世帯は、実態調査によって把握することから、今後効果的な把握方
法について考えていく必要はあると考える。

H28：
生活困窮世帯の年末における経済支援としては、効果があると考え
られることから継続事業と考える。対象世帯の把握については、民
生児童委員の実態調査によるところが大部分であり、対象となるべ
き世帯の漏れがないかどうかの検証について考慮していく必要性は
感じるところである。

1,200

870

事業の成果
(成果指標をもとに評価)

指標名：民生児童委員による見舞金支給世帯数成果指標１（「成果」をもとに設定）

活動指標１（「手段」をもとに設定） 指標名：見舞金支給額

成果指標１
（単位/件　）

事
　
　
務
　
　
事
　
　
業
　
　
評
　
　
価

事業の効率性
(事業費に対する成果)

事業の達成度
(活動指標をもとに評価)

評
価
内
容

総合評価の判断
理由または指標
の実績値に関す
る自己分析

指
標

活動指標１
（単位/千円）

―

指標の求め方：民生児童委員による見舞金支給世帯数（成果の図れる事業ではないため計画値は設定せず実績値のみの管理とする。）

指標の求め方：見舞金支給額



【ＰＬＡＮ】

事務事業の目的と成果

事業期間

継続 建設・建設外 建設外
第６期総合計画
の位置付け

他に関連する
基本事業

 －  － －　－ －　－ －　－ －　－ 所管課係

手段
(どのような方法で
実現するのか)

成果
(どのような効果が
得られるのか)

【ＤＯ】

実績 （単位：円）

第１年次 第２年次 第３年次 第５年次 第６年次 第７年次 第８年次 第９年次 第10年次

(23年度) (24年度) (25年度) (27年度) (28年度) (29年度) (30年度) （31・R元年度） （R2年度）

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績との比較
（増減理由）

事業費予算の
内容

投
　
入
　
さ
　
れ
　
た
　
事
　
業
　
費
　
の
　
推
　
移

予算計上額

計　画　額

計　画　額

前年度予算と
の比較

（増減理由）

事 業 費 合 計

予算計上額

0

0

実　績　額 0

0

地 方 債

一 般 財 源

0

実　績　額

0予算計上額

計　画　額

そ の 他 計　画　額

実　績　額

実　績　額

予算計上額

実　績　額

予算計上額

実　績　額

予算計上額

第４年次 実施３カ年
合　　　計

実施４カ年
合　　　計(26年度)

道 費 計　画　額

国 費 計　画　額

 事業開始時の 状況・これまで の
経緯（行革内容含む）

生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対し、その就労による自立促進を図るため、平成17年度より福祉事務所と公共職業安定所との連携によって個々の対象者の状況、ニーズ等に応じた就労支援を行う「生活保護受給者等就労支援事業」
が実施された。しかし、近年の雇用失業情勢が極めて厳しい中、「働きによる収入の減少・喪失」を生活保護の開始理由とする者の増加等、生活保護受給者等の就労による自立支援の充実・強化が求められている。そこで、福祉施策を担う福
祉事務所と雇用施策を担う北海道労働局・公共職業安定所との間で、就労支援の目標、相互間の連携方法を明確にした効果的・効率的な就労支援を実施するため、「生活保護受給者等就労支援事業」を廃止し、平成23年４月１日より「「福祉
から就労」支援事業」が実施されることとなった。当該事業と当市福祉事務所が独自に策定している多重債務者及び一人親世帯に対する支援プログラムとの連携により、就労による自立を支援するもの。

第１次実施３カ年計画 第２次実施３カ年計画 第３次実施４カ年計画 第　６　期
総 合 計 画
合　　　計

実施３カ年
合　　　計

目的
(何のために実施する
のか）

多重債務等金銭的な問題を抱える被保護者の生活の維持向上及びハローワークなど関係機関と連携し、就労自立を目的
とする。

被保護者の援助方針に基づき多重債務を抱える方については、弁護士等を介入させるなど債務整理を進める。また就労
支援においては、ハローワークの専門員を活用するなど定期的な面接相談体制を構築し就労を目指す。

対象
(誰・何を対象として
いるのか)

被保護者の内、多重債務を抱える方や就労するにあたり阻害要因が無いにもかかわらず就労困難な方を対象とする。
多重債務の解消により将来への不安感がなくなり生活の維持向上が期待される。また就労により安定した生活を再建す
るための手助けになり、地域社会への参加や労働市場への再挑戦を可能にする。

新規・継続 2－7－1 社会福祉課保護係

第　６　期　総　合　計　画　事　務　事　業　進　行　管　理　調　書

事　　業　　名 自立・就労支援事業 平成　17　年度　～　　　―　年度

事業性質区分



【ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ】

指標の推移・評価

計画値 3 3 3 3 3 3 3 3 3

実績値 6 8 9 4 8 12 9 13 8

計画値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

実績値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

達成されている 達成されている 達成されている

少し上がっている 少し上がっている 変わらない

少し上がっている 少し上がっている 変わらない

総合評価 良好である 普通である 良好である

自己分析：
滝川公共職業安
定所、同砂川出
張所、弁護士と
緊密な連携が図
られているほ
か、就労相談時
においてはケー
スワーカーが同
行することによ
り、就労確保に
向けた支援体制
が構築できてい
る。

自己分析：
本年度は、滝川
公共職業安定所
と支援事業及び
情報共有に関す
る協定書を締結
したほか、同所
による「巡回相
談」が開始さ
れ、就労確保に
向けた支援体制
が強化された。
これに加え、
ケースワーカー
によるハロー
ワーク同行を継
続した結果、実
績値向上の効果
が発現してい
る。

自己分析：
滝川公共職業安
定所と連携し、
稼働能力を有す
る世帯に対し積
極的に「巡回相
談」への参加を
指導したことに
加え、ケース
ワーカーによる
ハローワーク出
張所への同行を
継続した結果、
実績値向上の効
果が発現してい
る。求人情報が
増加する等雇用
情勢の改善が実
績値向上に寄与
している。

判断理由：
就労可能と判断
される者に対し
滝川公共職業安
定所との連携事
業を活用する
等、集中的かつ
計画的な自立支
援策を講じた結
果、当初計画値
を上回る実績が
得られており、
実績値も前年度
対比で上昇傾向
にある。当該事
業による就労自
立の効果が認め
られることから
良好と判断し
た。

自己分析：
成果指標では目
的地は達成でき
ているものの平成
26年に比べ実績
値は減っている。
滝川公共職業安
定所と連携し、月
に1度「巡回相談」
を開催し、延べ13
人が参加し、3人
が就職できた。ま
た、ケースワー
カーによる就労支
援により42人中、
4人の自立が達成
された。就労自立
しなかった者の中
でも増収した者が
9人おり継続的な
就労支援により、
就労自立の効果
は維持できてい
る。

自己分析：
滝川公共職業安
定所と連携し、
「巡回相談」を
開催している。
16人が参加し、
7人が就職、1人
が増収となっ
た。また、ケー
スワーカーによ
る就労支援によ
り62人中、9人
の自立が達成さ
れ、増収した者
が35人となって
いる。

判断理由：
就労可能な者に
対して、通常の
就労支援だけで
は意欲喚起等に
は結びつかない
ため「滝川公共
職業安定所」と
連携を図ること
で、集中的、か
つ計画的な就労
支援が展開でき
ている。
効果について
は、実績値に変
動はあるものの
計画値を上回っ
ていることか
ら、引続き事業
継続の必要性が
あると判断し
た。

自己分析：
滝川公共職業安
定所と連携し、
「巡回相談」を
開催している。
延べ39人が参加
し、12人が就職
することとな
り、4世帯の自
立が達成され
た。滝川公共職
業安定所の求人
情報が増加して
おり、雇用情勢
の改善がみられ
ることも実績値
が上がった要因
にあると思われ
る。

自己分析：
公共職業安定所
と連携し、自
立・就労支援を
行っている。本
事業に延べ24人
が参加し、4人
が就職、内1人
の自立が達成さ
れた。

自己分析：
公共職業安定所
と連携し、自
立・就労支援を
行っている。本
事業に13人が参
加し、6人の就
職が達成され
た。生活保護の
被保護者につい
ては、就労可能
な対象者が減少
してきていると
ころであるが、
今後の新規も含
め、引き続き滝
川公共職業安定
所と連携するこ
とが必要であ
る。

自己分析：
公共職業安定所
と連携し、自
立・就労支援を
行っている。本
事業に8人が参
加し、4人の就
職が達成され
た。生活保護の
被保護者世帯に
ついては、高齢
者世帯等が多
く、就労可能な
対象者が減少し
てきているが、
今後も引き続き
滝川公共職業安
定所と連携し就
労支援をしてい
く必要がある。

判断理由：
就労可能な者に
対して、通常の
就労支援だけで
は意欲喚起等に
は結びつかない
こともあるため
「滝川公共職業
安定所」と連携
を図ることで、
集中的、かつ計
画的な就労支援
が展開できてい
る。
実績値は毎年計
画値を上回って
おり、就労によ
り自立する者も
いることから、
引続き事業継続
の必要性があ
る。

今後の方向性 現状のまま継続 現状のまま継続 現状のまま継続

H30：
滝川公共職業安定所の「巡回職業相談」は、対象者の就労意欲の維持及び福祉事務所による自立支援施
策の継続にあたり有効に機能していると認められる。当事業は生活保護受給者のみならず、児童扶養手
当受給者、経済的に困窮している者またはその恐れのある者等も対象となっていることから、生活保護
に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援することにもな
るため、現状のまま事業の継続が必要と考える。

H25：
滝川公共職業安定所との連携事業、特に「巡回相談」は、対象者の
就労意欲の維持及び福祉事務所による自立支援施策の継続にあたり
有効に機能していると認めらる。厚生労働省は、平成25年度以降、
生活保護から早期脱却が見込まれる就労可能な被保護者に対し、集
中的な自立支援策を講じる方針であることから、これまで同様、事
業の適用が適切かつ効果的と判断される対象者を選定の上、事業実
施すべきとの判断から「現状のまま継続」とする。また、就労可能
者の自立意欲には差異があることから、関係機関と連携の上、就労
意欲醸成に向けた指導・助言も継続する。

H28：
滝川公共職業安定所の「巡回相談」は、これまで生活保護世帯が対
象となり、就労意欲の維持及び福祉事務所の自立支援施策として有
効に機能していると認められる。平成27年4月1日施行の生活困窮者
自立支援法の施行に伴い、経済的に困窮する恐れのある者も対象に
なったことから、生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うこ
とにより、生活困窮状態からの早期自立を支援することにもなるた
め、これまで同様に現状のまま事業の継続が必要と考える。

事
　
　
務
　
　
事
　
　
業
　
　
評
　
　
価

活動指標１
（単位/人　）指

標

方向性の判断理由
改善、改革の内容
（H25、H28、H30）

事業の達成度
(活動指標をもとに評価)

指標の求め方：達成者/登録人数

評
価
内
容

総合評価の判断
理由または指標
の実績値に関す
る自己分析

自己分析：
滝川公共職業安
定所と連携し、
稼働能力を有す
る世帯に対し積
極的に「巡回相
談」への参加を
指導した結果、
18人中２人の自
立が達成され
た。また、ケー
スワーカーによ
るハローワーク
出張所への同
行、助言により
33人中７人の自
立が達成され
た。継続的な就
労支援により、
就労自立の効果
が維持されてい
る。

事業の効率性
(事業費に対する成果)

事業の成果
(成果指標をもとに評価)

指標の求め方：各自立支援プログラムへの登録人数活動指標１（「手段」をもとに設定） 指標名：各自立支援プログラムへの登録人数

3

9

成果指標１（「成果」をもとに設定） 指標名：各自立支援プログラム登録者の達成率

成果指標１
（単位/％　）

100.0

100.0



【ＰＬＡＮ】

事務事業の目的と成果

事業期間

新規 建設・建設外 建設外
第６期総合計画
の位置付け

他に関連する
基本事業

－　－ －　－ －　－ －　－ －　－ 所管課係

手段
(どのような方法で
実現するのか)

成果
(どのような効果が
得られるのか)

【ＤＯ】

実績 （単位：円）

第１年次 第２年次 第３年次 第５年次 第６年次 第７年次 第８年次 第９年次 第10年次

(23年度) (24年度) (25年度) (27年度) (28年度) (29年度) (30年度) （31・R元年度） （R2年度）

0 0 418,000 418,000 418,000 418,000 1,672,000 1,672,000

0 0 418,000 418,000 418,000 418,000 1,672,000 1,672,000

0 0 0 0 0 111,825 111,825 111,825

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 140,000 140,000 140,000 140,000 560,000 560,000

0 0 140,000 140,000 140,000 140,000 560,000 560,000

0 0 0 0 0 37,275 37,275 37,275

0 0 0 0 0 0 0 558,000 558,000 558,000 558,000 2,232,000 2,232,000

0 0 0 0 0 0 0 558,000 558,000 558,000 558,000 2,232,000 2,232,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,100 149,100 149,100

対象者なしのた
め、実績額は０
となっている。

対象者なしのた
め、実績額は０
となっている。

対象者なしのた
め、実績額は０
となっている。

対象者は3名だ
が、支給月数が
少なかった。

実績との比較
（増減理由）

前年同額 前年同額 前年同額

31,000円×6か
月×3人

前年度予算と
の比較

（増減理由）

31,000円×6か
月×3人

31,000円×6か
月×3人

31,000円×6か
月×3人

実　績　額 0

事業費予算の
内容

事 業 費 合 計 計　画　額 0

予算計上額 0

予算計上額

実　績　額

実　績　額

一 般 財 源 計　画　額

そ の 他 計　画　額

予算計上額

予算計上額

実　績　額

実　績　額

地 方 債 計　画　額

実　績　額

道 費 計　画　額

予算計上額

実施４カ年
合　　　計(26年度)

投
　
入
　
さ
　
れ
　
た
　
事
　
業
　
費
　
の
　
推
　
移

国 費 計　画　額

予算計上額

 事業開始時の 状況・これまで の
経緯（行革内容含む）

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者を対象（要保護者以外の生活困窮者）とする生活困窮者自立支援法が平成27年4月1日より施行された。
離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、所得等が一定水準以下の者に対して、有期で住居確保給付金を支給する。
有期の代理納付という仕組みの中で生活保護に至らないためのセーフティネットとして、効果を発揮する。自立相談支援事業との組み合わせにより更なる効果を目指す。

第１次実施３カ年計画 第２次実施３カ年計画 第３次実施４カ年計画 第　６　期
総 合 計 画
合　　　計

実施３カ年
合　　　計

第４年次 実施３カ年
合　　　計

目的
(何のために実施する
のか）

離職により、住宅を失っている者又は失う可能性のある者に対し家賃相当額を支給することで住まいを確保することができる。 対象者と面談のうえ、公共職業安定所への求職を申し込む。

対象
(誰・何を対象として
いるのか)

離職者であって就労可能及び就労意欲のある者を対象とする。 住まいの確保ができ、就労支援を実施することにより、生活保護に至る前の段階で自立することができる。

第　６　期　総　合　計　画　事　務　事　業　進　行　管　理　調　書

事　　業　　名 生活困窮者住宅確保給付金支給事業 平成　27　年度　～　　　―　年度

事業性質区分 新規・継続 2－7－1 社会福祉課保護係



【ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ】

指標の推移・評価

計画値 3 3 3 3

実績値 0 0 0 3

計画値 100.0 100.0 100.0 100.0

実績値 0.0 0.0 0.0 100.0

達成されていない

変わらない

変わらない

総合評価 普通である

自己分析： 自己分析： 自己分析： 判断理由： 自己分析： 自己分析： 判断理由： 自己分析：
生活困窮者の相
談は随時受付け
ているものの、
住宅に困窮して
いる者はいな
かったため実績
値は０となって
いる。

自己分析：
生活困窮者の相
談は随時受付け
ているものの、
当事業に該当す
る困窮者はいな
かったため実績
値は０となって
いる。

自己分析：
生活困窮者の相
談は随時受付け
ているものの、
当事業に該当す
る困窮者はいな
かったため実績
値は０となって
いる。

自己分析：
これまでは離
職・廃業した者
が対象であった
が、新型コロナ
ウイルス感染症
の影響で休業等
で収入が低下し
た者も支給対象
となったことか
ら、該当する対
象者が増えた。

判断理由：
活動指標の目標
が年3件となっ
ているため、達
成度としては
「達成されてい
ない」と評価し
たが、通常は対
象者がおらず、
件数が上がれば
良いという事業
ではないため、
総合評価は「普
通」とした。

今後の方向性 現状のまま継続

事業の成果
(成果指標をもとに評価)

事業の効率性
(事業費に対する成果)

H30：
生活困窮者自立支援法により事務を行うものであり、必須事業となっているため現状のまま継続するこ
とが必要である。

総合評価の判断
理由または指標
の実績値に関す
る自己分析

自己分析：

方向性の判断理由
改善、改革の内容
（H25、H28、H30）

H25： H28：

評
価
内
容

事業の達成度
(活動指標をもとに評価)

事
　
　
務
　
　
事
　
　
業
　
　
評
　
　
価

指
標

活動指標１
（単位/件）

成果指標１
（単位/％）

成果指標１（「成果」をもとに設定） 指標名：住宅確保給付金事業の支給対象者の達成率 指標の求め方：支給対象者／相談人数

活動指標１（「手段」をもとに設定） 指標名：住宅確保給付金事業の申請人数 指標の求め方：年３件の申請を目標とする



【ＰＬＡＮ】

事務事業の目的と成果

事業期間

新規 建設・建設外 建設外
第６期総合計画
の位置付け

他に関連する
基本事業

－　－ －　－ －　－ －　－ －　－ 所管課係

手段
(どのような方法で
実現するのか)

成果
(どのような効果が
得られるのか)

【ＤＯ】

実績 （単位：円）

第１年次 第２年次 第３年次 第５年次 第６年次 第７年次 第８年次 第９年次 第10年次

(23年度) (24年度) (25年度) (27年度) (28年度) (29年度) (30年度) （31・R元年度） （R2年度）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 39,000 39,000 39,000 39,000 156,000 156,000

0 0 39,000 43,000 43,000 43,000 168,000 168,000

0 0 43,020 43,020 41,364 35,655 163,059 163,059

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000

0 0 20,000 16,000 16,000 16,000 68,000 68,000

0 0 14,504 9,008 10,400 11,886 45,798 45,798

0 0 0 0 0 0 0 59,000 59,000 59,000 59,000 236,000 236,000

0 0 0 0 0 0 0 59,000 59,000 59,000 59,000 236,000 236,000

0 0 0 0 0 0 0 57,524 52,028 51,764 47,541 208,857 208,857

旅費について、道
費より支出できる
こととなったた
め、実績額は増減
している。

旅費が未使用で
あったため実績額
は減額となってい
る。

旅費が未使用で
あったため実績
額は減額となっ
ている。

旅費の未執行に
よる減額。実績との比較

（増減理由）

旅費について、
道費より支出で
きることとなっ
たため、増減し
ている。

前年同額 前年同額

旅費5,000円
消耗品費43,000
円
印刷製本費
3,000円
通信運搬費
8,000円

前年度予算と
の比較

（増減理由）

旅費5,000円
消耗品費43,000
円
印刷製本費
3,000円
通信運搬費
8,000円

旅費5,000円
消耗品費43,000
円
印刷製本費
3,000円
通信運搬費
8,000円

旅費5,000円
消耗品費43,000
円
印刷製本費
3,000円
通信運搬費
8,000円

実　績　額 0

事業費予算の
内容

事 業 費 合 計 計　画　額 0

予算計上額 0

予算計上額

実　績　額

実　績　額

一 般 財 源 計　画　額

そ の 他 計　画　額

予算計上額

予算計上額

実　績　額

実　績　額

地 方 債 計　画　額

実　績　額

道 費 計　画　額

予算計上額

実施４カ年
合　　　計(26年度)

投
　
入
　
さ
　
れ
　
た
　
事
　
業
　
費
　
の
　
推
　
移

国 費 計　画　額

予算計上額

 事業開始時の 状況・これまで の
経緯（行革内容含む）

生活困窮者からの相談を受け、生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握する。ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう自立支援計画を策定し、自立支援計画に基づく各種支援が包括的
に行われるよう関係機関との連絡調整等の業務を行う。
生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援し、生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、社会資源の活性化、地域全体の負担軽減が可能になることが期待される。

第１次実施３カ年計画 第２次実施３カ年計画 第３次実施４カ年計画 第　６　期
総 合 計 画
合　　　計

実施３カ年
合　　　計

第４年次 実施３カ年
合　　　計

目的
(何のために実施する
のか）

経済的に困窮している者や長期間にわたってひきこもり社会から孤立している者、不登校の子供、ひとり親の貧困問題
などを対象として、日常生活自立、社会生活自立、経済的自立を目指します。

対象者と面談のうえ、必要に応じてプランを作成し、対象者と自立に向けて取り組んでいく。

対象
(誰・何を対象として
いるのか)

経済的困窮はもとより、困りごとがある者すべてを対象とする。 生活保護に陥ることなく、安定した生活が営める。

第　６　期　総　合　計　画　事　務　事　業　進　行　管　理　調　書

事　　業　　名 生活困窮者自立相談支援事業 平成　27　年度　～　　　―　年度

事業性質区分 新規・継続 2－7－1 社会福祉課保護係



【ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ】

指標の推移・評価

計画値 12 12 12 12

実績値 5 2 1 7

計画値 100.0 100.0 100.0 100.0

実績値 100.0 100.0 100.0 71.4

達成されていない

変わらない

変わらない

総合評価 普通である

自己分析： 自己分析： 自己分析： 判断理由： 自己分析： 自己分析： 判断理由： 自己分析：
当事業は国で定
められた必須事
業であるが、当
市の場合、生活
困窮者より生活
保護としての相
談の方が多く、
数値としては低
くなっている。

自己分析：
当事業は国で定
められた必須事
業であるが、当
市の場合、生活
困窮者より生活
保護としての相
談の方が多く、
数値としては低
くなっている。

自己分析：
当事業は国で定
められた必須事
業であるが、当
市の場合、生活
困窮者より生活
保護としての相
談の方が多く、
数値としては低
くなっている。

自己分析：
当事業は国で定
められた必須事
業であるが、生
活困窮者の自立
相談より、生活
保護に結び付く
相談件数の方が
多い状況であ
り、相談人数と
しては低くなっ
ている。

判断理由：
活動指標の目標
が年12件となっ
ているため、達
成度としては
「達成されてい
ない」と評価し
たが、件数が上
がれば良いとい
う事業ではない
ため、総合評価
は「普通」とし
た。

今後の方向性 現状のまま継続

事業の成果
(成果指標をもとに評価)

事業の効率性
(事業費に対する成果)

H30：
生活困窮者自立支援法により事務を行うものであり、必須事業となっている。砂川市地域包括支援セン
ター、砂川市立病院等各関係機関との連携もできており、現状のまま継続することが必要である。

総合評価の判断
理由または指標
の実績値に関す
る自己分析

自己分析：

方向性の判断理由
改善、改革の内容
（H25、H28、H30）

H25： H28：

評
価
内
容

事業の達成度
(活動指標をもとに評価)

事
　
　
務
　
　
事
　
　
業
　
　
評
　
　
価

指
標

活動指標１
（単位/件）

成果指標１
（単位/％）

成果指標１（「成果」をもとに設定） 指標名：自立相談支援事業の支援終了者の達成率 指標の求め方：支援終了者／相談人数

活動指標１（「手段」をもとに設定） 指標名：自立相談支援事業の相談人数 指標の求め方：月１件の相談を目標とする



【ＰＬＡＮ】

事務事業の目的と成果

事業期間

継続 建設・建設外 建設外
第６期総合計画
の位置付け

他に関連する
基本事業

 －  － －　－ －　－ －　－ －　－ 所管課係

手段
(どのような方法で
実現するのか)

成果
(どのような効果が
得られるのか)

【ＤＯ】

実績 （単位：円）

第１年次 第２年次 第３年次 第５年次 第６年次 第７年次 第８年次 第９年次 第10年次

(23年度) (24年度) (25年度) (27年度) (28年度) (29年度) (30年度) （31・R元年度） （R2年度）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8,830,000 9,527,000 9,876,000 28,233,000 10,574,000 10,923,000 31,086,000 10,064,000 10,508,000 10,508,000 10,508,000 41,588,000 100,907,000

8,830,000 9,008,000 9,312,000 27,150,000 9,813,000 10,148,000 29,550,000 10,064,000 9,984,000 9,823,000 10,705,000 40,576,000 97,276,000

8,777,710 9,061,420 9,128,140 26,967,270 9,988,906 9,888,044 29,464,278 9,838,482 9,788,206 9,887,168 10,581,734 40,095,590 96,527,138

8,830,000 9,527,000 9,876,000 28,233,000 10,574,000 10,923,000 31,086,000 10,064,000 10,508,000 10,508,000 10,508,000 41,588,000 100,907,000

8,830,000 9,008,000 9,312,000 27,150,000 9,813,000 10,148,000 29,550,000 10,064,000 9,984,000 9,823,000 10,705,000 40,576,000 97,276,000

8,777,710 9,061,420 9,128,140 26,967,270 9,988,906 9,888,044 29,464,278 9,838,482 9,788,206 9,887,168 10,581,734 40,095,590 96,527,138

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

対象世帯数およ
び使用水量の増

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

対象世帯数およ
び使用水量の増

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

対象世帯数およ
び使用水量の増

ほぼ見込どおり使用水量が見込
より少なかった
3月補正△161千
円

使用水量が見込
より多かった
3月補正138千円

対象世帯数およ
び使用水量の減

対象世帯数およ
び使用水量の減

水道料金改定に
よる増

使用水量が見込
より少なかった
3月補正△80千
円

対象世帯数およ
び使用水量の減

使用水量が見込
より多かった
3月補正304千円

使用水量が見込
より少なかった

対象世帯数およ
び使用水量の増

使用水量が見込
より少なかった
3月補正△84千
円

ほぼ見込どおり 使用水量が見込
より多かった
3月補正335千円

使用水量が見込
より少なかった

予算計上額

事 業 費 合 計 計　画　額

事業費予算の
内容

実績との比較
（増減理由）

実　績　額 9,587,328

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

対象世帯数およ
び使用水量の増前年度予算と

の比較
（増減理由）

対象世帯数およ
び使用水量の増

実　績　額 9,587,328

9,589,000予算計上額

予算計上額

そ の 他

実　績　額

道 費 計　画　額

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

市が定める料金
と水道企業団が
定める本来の料
金との差額

計　画　額

予算計上額

9,589,000

9,589,000

予算計上額

実　績　額

予算計上額

計　画　額

投
　
入
　
さ
　
れ
　
た
　
事
　
業
　
費
　
の
　
推
　
移

実　績　額

国 費 計　画　額

地 方 債

実　績　額

第１次実施３カ年計画

9,589,000

計　画　額

一 般 財 源

第　６　期
総 合 計 画
合　　　計

実施３カ年
合　　　計

第４年次 実施３カ年
合　　　計

実施４カ年
合　　　計(26年度)

第３次実施４カ年計画第２次実施３カ年計画

 事業開始時の 状況・これまで の
経緯（行革内容含む）

北光袋地地区に給水を行ってきた専用水道施設が平成23年11月に廃止され西空知広域水道企業団からの給水に切り替えられたことに伴い、以降の当地区内の福祉世帯への水道料金の助成分については「北光袋地地区水道料金助成事業」により
交付されている。

目的
(何のために実施する
のか）

福祉世帯に対し水道料金の一部を助成し、経済的負担を軽減し福祉の増進と生活の安定を図る。

中空知広域水道企業団が算定する水道料金（基本料金７㎥まで1,420円　超過料金１㎥につき230円）から砂川市が定め
る料金（基本料金５㎥まで744円、超過料金１㎥につき158円）の差額を助成する。
なお、対象者への水道料金の請求額は助成額を差し引いた額となり、助成額は本人に代わり中空知広域水道企業団へ交
付する。

対象
(誰・何を対象として
いるのか)

中空知広域水道企業団が供給する水道の使用者で、生活保護世帯、母子世帯、70歳以上の老人世帯及び重度身体障害者
世帯で市民税非課税世帯。

福祉世帯に対する経済的負担が軽減され、福祉の増進及び生活の安定が図られる。

新規・継続 2－7－1 土木課管理係

第　６　期　総　合　計　画　事　務　事　業　進　行　管　理　調　書

事　　業　　名 福祉世帯水道料金等助成事業 平成　20　年度　～　　　―　年度

事業性質区分



【ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ】

指標の推移・評価

計画値 12,645 13,645 14,145 15,145 15,645 16,145 16,645 17,145 17,645

実績値 12,746 13,041 13,166 14,018 13,972 13,926 13,891 13,970 13,724

計画値 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

実績値 689 695 693 713 708 706 705 708 771

ほぼ達成されている ほぼ達成されている ほぼ達成されている

変わらない 変わらない 変わらない

変わらない 変わらない 変わらない

総合評価 良好である 良好である 良好である

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

判断理由：
H23とH24の活動
指標の実績値を
比較すると2%ほ
どの伸びに止
まってはいる
が、老人世帯が
対象世帯の約
75％を占めてお
り、市の高齢化
率の進展とほぼ
同数の伸び率で
あることから、
事業としては良
好に推移してい
ると判断した。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

判断理由：
活動指標が増加
しており、高齢
者世帯や母子世
帯の貧困化の表
れとも考えら
れ、福祉の増進
及び生活安定の
一助となってい
ると判断した。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

判断理由：
活動指標は減少
しているが、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっていると考
え、良好に推移
しているものと
判断した。

今後の方向性 現状のまま継続 現状のまま継続 現状のまま継続

指標の求め方：事業費/助成件数（成果の図れる事業ではないため計画値は設定せず実績値のみの管理とする。）

指標の求め方：1世帯1ヶ月分を1件とする

―

方向性の判断理由
改善、改革の内容
（H25、H28、H30）

H25：
今後についても引き続き低所得者層の経済的負担軽減、福祉の増進
及び生活安定の一助とするためにも継続する事業と考える。

事
　
　
務
　
　
事
　
　
業
　
　
評
　
　
価

指
標

活動指標１
(単位/件(月))

成果指標１
（単位/円　）

H28：
今後についても引き続き低所得者層の経済的負担軽減、福祉の増進
及び生活安定の一助とするためにも継続する事業と考える。

自己分析：
経済的負担の軽
減に繋がり、福
祉の増進及び生
活安定の一助と
なっている。

H30：
今後についても引き続き低所得者層の経済的負担軽減、福祉の増進及び生活安定の一助とするためにも
継続する事業と考える。

評
価
内
容

事業の達成度
(活動指標をもとに評価)

事業の成果
(成果指標をもとに評価)

事業の効率性
(事業費に対する成果)

総合評価の判断
理由または指標
の実績値に関す
る自己分析

指標名：助成件（月）数

715

成果指標１（「成果」をもとに設定）

14,645

13,404

活動指標１（「手段」をもとに設定）

指標名：1件当たりの助成額



【ＰＬＡＮ】

事務事業の目的と成果

事業期間

継続 建設・建設外 建設外
第６期総合計画
の位置付け

他に関連する
基本事業

 －  － －　－ －　－ －　－ －　－ 所管課係

手段
(どのような方法で
実現するのか)

成果
(どのような効果が
得られるのか)

【ＤＯ】

実績 （単位：円）

第１年次 第２年次 第３年次 第５年次 第６年次 第７年次 第８年次 第９年次 第10年次

(23年度) (24年度) (25年度) (27年度) (28年度) (29年度) (30年度) （31・R元年度） （R2年度）

0 0 256,000 256,000 256,000

0 255,000 255,000 209,000 209,000 464,000

0 255,584 255,584 0 0 255,584

0 0 128,000 128,000 128,000

0 127,000 127,000 105,000 105,000 232,000

0 127,792 127,792 0 0 127,792

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 153,000 153,000 153,000

0 144,000 144,000 125,000 125,000 269,000

0 150,472 150,472 0 0 150,472

252,000 252,000 252,000 756,000 259,000 259,000 770,000 248,000 144,000 248,000 248,000 888,000 2,414,000

252,000 559,000 252,000 1,063,000 378,000 248,000 878,000 248,000 353,000 248,000 248,000 1,097,000 3,038,000

0 507,780 0 507,780 144,176 3,499 147,675 21,060 551,604 10,296 0 582,960 1,238,415

252,000 252,000 252,000 756,000 259,000 259,000 770,000 248,000 681,000 248,000 248,000 1,425,000 2,951,000

252,000 559,000 252,000 1,063,000 904,000 248,000 1,404,000 248,000 792,000 248,000 248,000 1,536,000 4,003,000

0 507,780 0 507,780 678,024 3,499 681,523 21,060 551,604 10,296 0 582,960 1,772,263

国 費 計　画　額

予算計上額

実　績　額

地 方 債 計　画　額

予算計上額 252,000

第５期砂川市介
護保険事業計画
の初年度のため
パンフレットを
作成

介護保険制度の
一部見直しがあ
る場合、パンフ
レットを作成す
るため

第６期砂川市介護保険事
業計画の初年度のためパ
ンフレットを作成（新た
に地域支援事業を内容に
盛り込んだため前回から
増頁）。予算残額につい
ては制度の一部見直しへ
の対応、また作成したパ
ンフレットが不足した場
合等の予備的計上分が未
執行であったため。

第５期砂川市介
護保険事業計画
の３年次目であ
り、計画開始当
初に作成したパ
ンフレットを使
用したため、未
執行

第５期砂川市介
護保険事業計画
の２年次目であ
り、計画開始当
初に作成したパ
ンフレットを使
用したため、未
執行

実　績　額

計　画　額 252,000

第７期砂川市介
護保険事業計画
の３年次目であ
り、計画開始当
初に作成したパ
ンフレットを使
用したため、未
執行。

パンフレットは通常、制
度改正のある3年おき
（最新はH30年度）の作
成であり、本年度の計上
分については制度の一部
見直しへの対応、また
H30年度作成分が不足し
た場合等の予備的なもの
として計上

第６期砂川市介護保
険事業計画の２年次
目であり、計画開始
当初に作成したパン
フレットを使用した
ため、印刷製本費に
ついては未執行。消
耗品のみ出前講座等
の資料作成のため執
行。

第７期砂川市介護保
険事業計画の初年度
のためパンフレット
を作成（地域支援事
業を内容に盛り込む
ため前々回から増
頁）

前年度同額

道 費

第６期砂川市介護保
険事業計画の３年次
目であり、計画開始
当初に作成したパン
フレットを使用した
ため、未執行。消耗
品のみ出前講座等の
資料作成のため執
行。

第７期砂川市介護保険事
業計画の初年度のためパ
ンフレットを作成。予算
残額については制度の一
部見直しへの対応、また
作成したパンフレットが
不足した場合等の予備的
計上分が未執行であった
ため。H27年度に地域支
援事業交付金の補助対象
事業として予算計上して
いたが、今般、国・道よ
り補助対象外事業である
と指摘された。

第７期砂川市介護保
険事業計画の２年次
目であり、計画開始
当初に作成したパン
フレットを使用した
ため、未執行。消耗
品のみ出前講座等の
資料作成のため執
行。

実　績　額

予算計上額

計　画　額

予算計上額

前年度予算と
の比較

（増減理由）

事業費予算の
内容

計　画　額

一 般 財 源

実　績　額

そ の 他

計　画　額

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

第　６　期
総 合 計 画
合　　　計

実施３カ年
合　　　計

第４年次 実施３カ年
合　　　計

実施４カ年
合　　　計(26年度)

第３次実施４カ年計画

252,000

252,000

介護保険制度の
一部見直しがあ
る場合、パンフ
レットを作成す
るため

第６期砂川市介護保
険事業計画の初年度
のためパンフレット
を作成（新たに地域
支援事業を内容に盛
り込むため前回から
増頁）

パンフレットは通常、制
度改正のある3年おき
（最新は27年度）の作成
であり、本年度の計上分
については制度の一部見
直しへの対応、また27年
度作成分パンフレットが
不足した場合等の予備的
なものとして計上

パンフレットは通常、制
度改正のある3年おき
（最新は27年度）の作成
であり、本年度の計上分
については制度の一部見
直しへの対応、また27年
度作成分パンフレットが
不足した場合等の予備的
なものとして計上

0

第　６　期　総　合　計　画　事　務　事　業　進　行　管　理　調　書

事　　業　　名 介護保険普及啓発事業 平成　12　年度　～　　　―　年度

目的
(何のために実施する
のか）

介護保険制度、サービス内容、保険料等を住民により一層理解を深めてもらうために実施。 ６５歳以上の第１号被保険者の資格取得時、被保険者証更新時にパンフレットを郵送。

対象
(誰・何を対象として
いるのか)

市民 市民に介護保険制度がより理解され、制度の活用が図られる。

事業性質区分 新規・継続 2－7－4 介護福祉課介護保険係

 事業開始時の 状況・これまで の
経緯（行革内容含む）

投
　
入
　
さ
　
れ
　
た
　
事
　
業
　
費
　
の
　
推
　
移

第１次実施３カ年計画 第２次実施３カ年計画

事 業 費 合 計

予算計上額

予算計上額

実　績　額

実　績　額 0

実績との比較
（増減理由）

第４期砂川市介
護保険事業計画
の最終年度であ
り、計画開始当
初に作成したパ
ンフレットを使
用したため、未
執行

第５期砂川市介
護保険事業計画
の初年度のため
パンフレットを
作成

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料

消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃借
料



【ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ】

指標の推移・評価

計画値 325 366 342 335 320 258 262 297 246

実績値 317 357 321 358 301 258 247 268 274

計画値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

実績値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

達成されている 達成されている 達成されている

少し上がっている 変わらない 変わらない

少し上がっている 変わらない 変わらない

総合評価 良好である 良好である 良好である

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

判断理由：
第１号被保険者
資格取得者全員
に、既存のパン
フレットではな
く、市内で実施
している介護
サービスに合わ
せてパンフレッ
トを作成、配布
し、制度につい
て必要な情報を
周知しているこ
とから良好と判
断した。

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

判断理由：
第１号被保険者
資格取得者全員
に、既存のパン
フレットではな
く、市内で実施
している介護
サービスに合わ
せてパンフレッ
トを作成、配布
し、制度につい
て必要な情報を
周知しているこ
とから良好と判
断した。

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

判断理由：
第１号被保険者
資格取得者全員
に、既存のパン
フレットではな
く、市内で実施
している介護
サービスに合わ
せてパンフレッ
トを作成、配布
し、制度につい
て必要な情報を
周知しているこ
とから良好と判
断した。

今後の方向性 現状のまま継続 現状のまま継続 現状のまま継続

評
価
内
容

事業の達成度
(活動指標をもとに評価)

事業の成果
(成果指標をもとに評価)

事業の効率性
(事業費に対する成果)

100.0

事
　
　
務
　
　
事
　
　
業
　
　
評
　
　
価

指
標

活動指標１
（単位/数）

418

H30：
介護保険制度を理解し、適切な介護保険サービスを受けられることが高齢者福祉の増進につながること
から、現状のまま継続することとした。

総合評価の判断
理由または指標
の実績値に関す
る自己分析

自己分析：
介護保険法で定
められた制度の
趣旨普及を図る
ことは、保険者
としての市の役
割であり、制度
について必要な
情報を周知して
いる。

方向性の判断理由
改善、改革の内容
（H25、H28、H30）

H25：
介護保険制度を理解し、適切な介護保険サービスを受けられること
が高齢者福祉の増進につながることから、現状のまま継続すること
とした。

H28：
介護保険制度を理解し、適切な介護保険サービスを受けられること
が高齢者福祉の増進につながることから、現状のまま継続すること
とした。

393

成果指標１
（単位/％）

100.0

成果指標１（「成果」をもとに設定）
指標名：第1号被保険者資格取得者へのパンフレッ
ト送付率

指標の求め方：送付数/第1号被保険者資格取得者数

活動指標１（「手段」をもとに設定）
指標名：第1号被保険者資格取得者への配付したパ
ンフレットの数

指標の求め方：第1号被保険者資格取得数


